
                   重 要 事 項 説 明 書 

 

 あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を

締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりに

くいことがあれば、ご遠慮なく質問してください。 

 

１ 事業所の概要 

事 業 所 名 福岡県済生会ケアプランサ－ビスなでしこ 

所 在 地 〒837-0916  福岡県大牟田市大字田隈５９９番地１８ 

連 絡 先 
TEL ０９４４－５９－７０８０ 

FAX ０９４４－５６－５８１１ 

事業所指定番号 ４０７１５００２９４  号 

管 理 者 福山 千亜紀 

サ－ビス提供地域 大牟田市・ 荒尾市 ・ 柳川市 ･ みやま市 ･ 南関町 ･ 和水町  

                                                                                               

２  事業所の職員体制等 

職種 人員及び職務内容 

管理者 

主任介護支援専門員 常勤１名 

１ 従業者の管理及び利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の

把握その他の管理を一元的に行います。 

２ 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行

います。 

介護支援専門員 

利用者数４４名に対して１名 （現在 ３ 名） 

（利用者の人数が44名又はその端数を増すごとに増員する。） 

居宅介護支援業務を行います。 

 

３ 営業時間 

           平日      午前８時３０分～午後５時 

土曜日     午前８時３０分～午後１２時３０分 

           日曜日・祭日(１２月２９日～１月３日、５月３０日午後、８月１５日午後) は営

業していません。 

      電話等により２４時間の相談は対応します。 

           夜間及び緊急時の連絡先  

事業所電話番号 ０９４４－５９－７０８０ 

携帯電話番号 ０８０－４３１５－５９８９ 

 ４ 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について  



居宅支援の内容 提供方法 
介護保険適用の

有無 
利用料（月額） 

利用者負担額 

（介護保険適用

の場合） 

①居宅サービス

計画の作成 

下記に揚げる

「居宅介護支援

業務の実施方法

等について」を

参照ください。 

左の①～⑦の内

容は、居宅介護

支援の一連の業

務として、介護

保険の対象とな

るものです。 

下表のとおり 介護保険適用と

なる場合には、

利用料を支払う

必要がありませ

ん。（全額介護

保険により負担

されます。） 

②居宅サービス

事業者との連絡

調整 

③サービス実施

状況把握、評価 

④利用者状況の

把握 

⑤給付管理 

⑥要介護認定申

請に対する協

力、援助 

⑦相談業務 

 

居宅介護支援業務の実施方法等について 

（１）居宅介護支援業務の実施 

 ①事業所管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる

ものとします。 

 ②指定居宅介護支援の提供に当たっては、親切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその

家族に対し、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。 

 ③居宅介護支援の提供の開始に当たり、利用者又はその家族に対し、入院時に担当ケアマ

ネジャーの氏名等を入院先の医療機関に提供するよう依頼をします。 

（２）居宅サービス計画の作成について 

 ①介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案作成に際しては、次の点に配慮します。 

  ア 利用者の居宅への訪問、利用者及びその家族に面談により利用者の置かれている環

境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。 

  イ 利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サービス

事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。 

  ウ 介護支援専門員は利用者に対して居宅サービスの内容が特定の種類、事業所に不当

に偏るような誘導または指示を行いません。 

    ※当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸

与の利用状況は別紙のとおりである。 

   

エ 介護支援専門員は、利用者がケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、

利用者またはその家族は複数の事業所の紹介を求めることができ当該事業所をケア



プランに位置付けた理由の説明を求めることが可能であることの説明を行います。 

  オ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案が、利用者の実情に見合ったサービス

の提供になるよう、サービス等の担当者から、専門的な見地からの情報を求めます。 

 ②介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス 

  を希望する場合には、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。また意 

見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス計画を交付します。 

 ③介護支援専門員は、居宅サービス原案について、介護保険給付の有無、利用料等の利用

者のサービス選択に資する内容を利用者またはその家族に対して説明します。 

ア 介護支援専門員は、利用者の居宅サービス計画の原案への同意を確認した後、原案

に基づく居宅サービス計画を作成し、改めて利用者の同意を確認します。 

イ 利用者は、居宅介護支援専門員が作成した居宅サービス計画の原案に同意しない場

合には、事業者に対して居宅サービス計画の原案の再作成を依頼することができま

す。 

（３）サービス実施状況の把握、評価について 

 ①介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後において、居宅サービス計画の実施状況

の把握（以下「モニタリング」という。）を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変

更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

 ②訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング

等の際に介護支援専門員自身が把握した利用者の状況等について、介護支援専門員から

主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 

 ③上記の把握に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を

継続的に行うこととし、少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接

するとともに一月に一回、モニタリングの結果を記録します。 

 ④介護支援専門員は、居宅サービス計画が効果的なものとして提供されるよう、利用者の

状態を定期的に評価します。 

 ⑤介護支援専門員は、その居宅において日常生活を営むことが困難になったと判断した場

合、または利用者が介護保健施設への入院または入所を希望する場合には、事業者は利

用者に介護保健施設に関しての情報を提供します。 

（４）居宅サービス計画の変更について 

  事業所が居宅サービス計画の変更の必要性を認めた場合、または事業所が居宅サービス

計画の変更が必要と判断した場合は、事業所と利用者双方の合意をもって居宅サービス

計画の変更を、この居宅介護支援業務の実施方法等の手順に従って実施するものとしま

す。 

（５）給付管理について 

  事業所は、居宅サービス計画作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民

健康保険団体連合会に提出します。 

（６）要介護認定等の協力について 

 ①事業者は、利用者の要介護認定または要支援認定の更新申請及び状態の変化に伴う区分

変更の申請が円滑に行われるよう必要な協力を行います。 

 ②事業者は、利用者が希望する場合は、要介護または要支援認定の申請を利用者に代わっ



て行います 

（７）居宅サービス計画等の情報提供について 

  利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合には、利用者の居宅サービス計

画作成が円滑に引き継げるよう、利用者の申し出により、居宅サービス計画等の情報提

供に誠意をもって応じます。 

居宅介護支援費Ⅰ  

      要介護度区分 

 

取扱い件数区分 

要介護１・２ 要介護３～５ 

介護支援専門員１人に当た

りの利用者の数が４５人未

満の場合 

居宅介護支援費Ⅰⅰ１ 

（単位数 １０８６） 

１０８６０円 

居宅介護支援費Ⅰⅰ２ 

（単位数 １４１１） 

１４１１０円 

〃 ４５人以上の場合に

おいて、４５人以上６０未

満の部分 

居宅介護支援費Ⅰⅱ１ 

（単位数 ５４４） 

５４４０円 

居宅介護支援費Ⅰⅱ２ 

（単位数 ７０４） 

７０４０円 

〃 ４５人以上の場合に

おいて、６０人以上の部分 

居宅介護支援費Ⅰⅲ１ 

（単位数 ３２６） 

３２６０円 

居宅介護支援費Ⅰⅲ２ 

（単位数 ４２２） 

４２２０円 

居宅介護支援費Ⅱ（一定の情報通信機器の活用または事務職員の配置） 

      要介護度区分 

 

取扱い件数区分 

要介護１・２ 要介護３～５ 

介護支援専門員１人に当た

りの利用者の数が５０人未

満の場合 

居宅介護支援費Ⅱⅰ１ 

（単位数 １０８６） 

１０８６０円 

居宅介護支援費Ⅱⅰ２ 

（単位数 １４１１） 

１４１１０円 

〃 ５０人以上の場合に

おいて、５０人以上６０未

満の部分 

居宅介護支援費Ⅱⅱ１ 

（単位数 ５２７） 

５２７０円 

居宅介護支援費Ⅱⅱ２ 

（単位数 ６８３） 

６８３０円 

〃 ５０人以上の場合に

おいて、６０人以上の部分 

居宅介護支援費Ⅱⅲ１ 

（単位数 ３１６） 

３１６０ 

居宅介護支援費Ⅱⅲ２ 

（単位数 ４１０） 

４１００円 

◎１単位は、１０円で計算しています。 

※ 当事業所が運営基準減算（居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算）に該当する場合は、上記金額

の５０％となります。また２か月以上継続して該当する場合には、算定しません。 

※ 特定事業所集中減算（居宅サービスの内容が特定の事業所に不当に偏っている場合の減算）に該当する場合は、

上記金額より２０００円を減額することとなります。 

※ ４０人以上（居宅介護支援費Ⅱの場合は４５人）の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、４

０件目以上（居宅介護支援費Ⅱの場合は４５件目）になった場合に居宅介護支援ⅱ又はⅲを算定します。 

 



 

 加算（単位数） 加算額 

要
介
護
度
に
よ
る
区
分
な
し 

初回加算 （単位数 ３００） ３，０００円／回 

入院時情報連携加算（Ⅰ）（単位数 ２５０） ２，５００円／回 

入院時情報連携加算（Ⅱ）（単位数 ２００） ２，０００円／回 

退
院
・
退
所
加
算 

カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
無 

（単位数 ４５０／１回） 

（単位数 ６００／２回） 

４，５００円／１回 

６，０００円／２回 

カ
ン
フ
ァ
レ
ン

ス
有 

（単位数 ６００／１回） 

（単位数 ７５０／２回） 

（単位数 ９００／３回） 

６，０００円／１回 

７，５００円／２回 

９，０００円／３回 

特定事業所医療介護連携加算 

（単位数 １２５） 
１，２５０円 

通院時情報連携加算 

（単位数 ５０） 
５００円 

緊急時等居宅カンファレンス加算（単位数 ２００） ２，０００円／回 

特定事業所加算（Ⅰ）（単位数 ５１９） 

特定事業所加算（Ⅱ）（単位数 ４２１） 

特定事業所加算（Ⅲ）（単位数 ３２３） 

５，１９０円 

４，１２０円 

３，２３０円 

特定事業所加算（A）（単位数 １１４） １，１４０円 

ターミナルケアマネジメント加算（単位数 ４００） ４，０００円 

中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の１０／１００ 

特別地域居宅介護支援加算 所定単位数の１５／１００ 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の５／１００ 

 

 

 

５ その他の費用について 

交通費 

利用者の居宅が、通常の事業実施地域以外の場合、移動に要した交通費

の実費を請求いたします。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次

の額を徴収いたします。 

（1） 実施地域を超えたところを起点として片道１０㎞未満３００円 

（2） 実施地域を超えたところを起点として片道１０㎞以上６００円 

さらに１０㎞超えるごとに３００円を加算いたします。 

 

 

 



６ 利用者の居宅への訪問頻度の目安 

介護支援専門員が利用者の状況把握の為、利用者の自宅に訪問する頻度の目安 

利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも月に１回 

※ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務遂行

に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、居宅介護支援専門員は利用者の

居宅を訪問することがあります。 

 

７ 当事業所のサ－ビス方針等 

当事業所の介護支援専門員は、在宅医療に関して経験豊富なスタッフが揃っています。地域の

各種サ－ビス提供機関と連携を取りながら、利用者及びご家族の方々が安心して豊かな生活が

出来るようお手伝いをして行きたいと考えています。 

 

８  事故発生の対応  

事故が発生した場合の手続きは、家族・市町村に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を

講じます｡ 

 

９ 秘密の保持と個人情報の保護について 

従業者及び従業者であったものは、利用者又はその家族の秘密を保持します。従業者であった

者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがない

よう、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持します。 

 

１０ 虐待防止に関する事項 

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待防止のため、研修や連絡体制の整備等必要な措置を講じ

ます。 

 

１１ ハラスメント対策について 

事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、研修を定期的に実施するなど必要な措置

を講じ、職員が働きやすい環境づくりを目指します。 

（サービスの利用にあたってご留意頂きたい事項） 

禁止行為 

① 職員に対する身体的暴力  

身体的な力を使って危害を及ぼす行為（回避により危害を免れたケースを含む） 

・物を投げつける、刃物を向ける 

・叩く、蹴る 

・唾を吐く  など 

② 職員に対する精神的暴力  

個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたりおとしめたりする行為 

  ・怒鳴る、大声を出す、誹謗中傷 

  ・理不尽なサービスを要求する 

  ・嫌がらせを繰り返す  など 



③ セクシュアルハラスメント 

意に添わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求、性的な嫌がらせ行為 

  ・必要もなく手や腕など職員の体に触る 

  ・抱きしめる 

  ・性的な話をする、性的な写真を見せる  など 

④ その他 

  ・職員の自宅住所や電話番号を何度も聞く 

  ・ストーカー行為  など 

 

１２ 業務継続計画策定について 

事業所は感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる

体制を構築するための計画を策定し、業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

 

１３ 相談窓口・苦情対応 

     〇 サ－ビスに関する相談や苦情については、次の窓口にて対応致します。 

当事業所相談窓口 

電話番号  ０９４４－５９－７０８０ 

FAX番号  ０９４４－５６－５８１１ 

相談責任者   福山 千亜紀 

対応時間  午前８時３０分～午後５時 

     〇 公的機関においても、次の機関おいて苦情申し出等が出来ます。 

市
町
村
介
護
保
険
相
談
窓
口 

大牟田市健市役所  

福祉課 介護保険担当 

住所 大牟田市有明町２丁目３番地 

電話番号 ０９４４－４１－２６８３ 

FAX番号  ０９４４－４１－２６６２ 

対応時間 午前８時３０分～午後５時１５分 

荒尾市役所 高齢者支援課 

介護保険係 

住所 熊本県荒尾市宮内出目３９０番地 

電話番号 ０９６８－６３－１４１８ 

FAX番号 ０９６８－６９－０９５５ 

対応時間 午前９時～午後５時１５分 

柳川市役所 

福祉課高齢者福祉係 

住所 福岡県柳川市本町８７番地１ 

電話番号 ０９４４－７３－８１１１ 

FAX番号 ０９４４－７４－１３７４ 

対応時間 午前９時～午後５時１５分 

みやま市役所 保健福祉部 

介護支援課 介護保険係 

住所 みやま市瀬高町小川５番地 

電話番号 ０９４４－６４－１５５５ 

FAX番号 ０９４４－６４－１６０１ 

対応時間 午前９時～午後５時１５分 

南関町役場 福祉課  

介護保険係 

住所 熊本県玉名郡南関町大字関町１３１６   

電話番号 ０９６８－５７－８５９１   

FAX番号 ０９６８－５３－２３５１    

tel:0944-73-8111


対応時間 午前９時～午後５時１５分 

和水町役場 健康福祉課 

介護保険係 

住所 熊本県玉名郡和水町江田３８８６  

電話番号 ０９６８－８６－５７２４ 

FAX番号 ０９６８－８６－４６６０ 

対応時間 午前９時～午後５時１５分 

福岡県国民保険団体連合会      

(国保連) 

住所 福岡市博多区吉塚本町１３番地４７号 

電話番号 ０９２－６４２－７８５９ 

FAX番号  ０９２－６４２－７８５２ 

対応時間 午前９時～午後５時 

熊本県国民保険団体連合会      

(国保連) 

住所 熊本市東区健軍２丁目４番１０号 

電話番号 ０９６-２１４-１１０１ 

FAX番号  ０９６-２１４-１１０５ 

対応時間 午前９時から午後５時 

                                                

      【説明確認欄】 

             令和     年     月     日 

        サ－ビス契約の締結にあたり、上記により重要事項を説明しました。 

(事業所)     所在地   福岡県大牟田市大字田隈５９９番地１８ 

 

               名称   福岡県済生会ケアプランサ－ビスなでしこ 

 

説明者                                     印 

 

     サ－ビス契約の締結にあたり、上記により重要事項の説明を受けました。 

    

(利用者)  住 所 

 

氏 名                              印 

 

(署名代筆者)  住 所 

 

              氏 名 

 

代理人または立合人 

       住 所 

 

              氏 名                              印 


